


ブ
ラ
ク
童
児
・
館
童
児

11

70

11

★
73



11

71

ブ
ラ
ク
童
児
・
館
童
児

11

田中児童館

和児童館

滋野児童館

北御牧児童館
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　保護者の就労等により保育に欠ける児童に対し、保護者に替わり安全な遊び場や
生活の場を提供し、基本的生活習慣を身につけると同時に様々な活動を通じて自主
性や協調性を養い、児童の健全育成を図るために放課後児童クラブを設けています。
　なお、田中及び和児童クラブは、利用児童増のため、高学年児童クラブを設置し、
それぞれ運営しています。

放課後児童クラブが設置された地区の小学校に通学し、放課後等に保護
者が家にいないことから、通所が認められた児童。

施　設　名 所　在　地 問い合せ先
田 中 児 童 ク ラ ブ 県71番地2（田中小学校内）

62－5300
田中高学年児童クラブ 県111番地（田中小学校敷地内）

滋 野 児 童 ク ラ ブ 滋野乙2966-3（滋野小学校内） 62－3399
祢 津 児 童 ク ラ ブ 祢津1009番地（祢津小学校内） 62－0291
和 児 童 ク ラ ブ 和海善寺1244番地（和小学校内）

62－0292
和高学年児童クラブ 和2628番地（和コミュニティセンター内）
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